
令和３年台風第９号等に係る情報連絡会議

【日 時】令和３年８月６日(金)午後１時３０分～
【場 所】災害対策本部室（県庁第2庁舎3階）
【参加者】知事、副知事、統轄監、危機管理局、農林水産部、

県土整備部、鳥取地方気象台
＊副知事、統轄監は別室にて参加
＊各総合事務所、市町村、消防局には映像配信
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目的・次第
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目 的
◆令和３年台風第９号等に関する情報の共有、市町村・県民への
注意喚起及び警戒・即応体制の確保を図る。

次 第
◆知事挨拶
１ 最新の気象状況及び今後の予測等（鳥取気象台資料）
２ 市町村・県民への注意喚起等
（１）市町村への依頼事項
（２）県民への注意喚起等
３ 警戒･即応体制の確保等
（１）県の体制
（２）各部局等の対応



実況（地上天気図と衛星画像） 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office

地上天気図 6日6時 衛星画像 6日6時

台風第１０号は、６日６時には南大東島の北北西約１２０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速
さで東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は
３０メートルで中心の南東側４４０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風
が吹いています。

台風第９号は、 6日6時には、華南にあって、東北東へゆっくり進んでいます。中心の気圧は９９２ヘク
トパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から２８０キロ
以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

第１０号
第9号

１ 最新の気象状況及び今後の予測等
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台風第10号の進路予想 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office

これらの情報は、気象庁ホームページからご覧いただけます。
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.452/143.745/&typhoon=TC2116&contents=typhoon

台風進路予想（6日6時）
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台風第9号の進路予想 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office

これらの情報は、気象庁ホームページからご覧いただけます。
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.452/143.745/&typhoon=TC2116&contents=typhoon

台風進路予想（6日9時）
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早期注意情報 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office

【警報】可能性は［－］だが、台風第９号の進路に幅があり、不確定。
【注意報】潮位の高い時期にもあたり高潮注意報の可能性あり。

境港の満潮時刻は、１１日５時06分、15時５８分

これらの情報は、気象庁ホームページからご覧いただけます。
https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=310000
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・８日２４時までの
２４時間の予想降水量（多い所）

東部 ：50～100ミリ
中・西部：50～100ミリ

・7日２４時までの
２４時間の予想降水量（多い所）

東部 ：３０ミリ
中・西部：３０ミリ
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台風の進路による違い 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office



• 台風第１０号は、日本の南海上を北東進する見込みで
す。鳥取県には直接的な影響はないものの、南から暖
かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定とな
る見込みです。

• 台風第9号は、華南で８日に熱帯低気圧になる予想に
変わりましたが、熱帯由来の暖かく湿った空気の影響
で、大気の状態が不安定になる見込みです。

• 今後も新たな熱帯低気圧の発生も考えられますので、
気象情報に十分留意してください。
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今後の防災情報（６日09時現在） 鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office



今回の台風を迎えるにあたって

■８月７日から９日の連休中から連休明けにかけて、台風等に伴う暖
かく湿った空気のため、大気の状態が不安定となる見込みです。
■大雨、強風に対する準備をしておきましょう。
■特に、今年は７月７日からの大雨で大きな被害が発生しました。
大雨の教訓を踏まえ、以下の備えをしておきましょう。

〇最新の気象情報や市町村からの避難情報等に留意し、いざという時に速やかに行動
できるように準備しておきましょう。
〇日頃から避難所やハザードマップを確認し、避難行動への備えをしておきましょう。
〇これまでの大雨で、裏山などの渓流や山腹斜面に崩壊土砂が堆積している恐れがあり
ます。点検と備えをしておきましょう。
〇大雨で雨水が溢れないよう、日頃から側溝や水路の掃除などをしておきましょう。
〇強風による飛散、転倒、飛来物による破損への備えをしておきましょう。
〇市町村等におかれては、先の大雨では土のう袋や土のう用の砂の不足がありましたの
で、準備をお願いします。また、タイムラインなどを活用し、先行的な準備と対処をお願
いします。 9



■市町村における対応の徹底

誰ひとり逃げ遅れることなく安全に避難する意識を住民一人ひとりが
持つよう、以下の点などを改めて住民に周知してください。

• 早め早めに安全な場所に避難すること（自主避難含む）
• 避難情報が「警戒レベル３ 高齢者等避難」、「警戒レベル４ 避難指示」、
「警戒レベル５ 緊急安全確保」に変更されたこと

• 「警戒レベル４ 避難指示」で、危険な場所から全員避難すること
• 防災・気象情報をこまめにチェックすること など

２ 市町村･県民への注意喚起等
（１）市町村への依頼事項（その１）

避難情報の発信については、従来どおり、次の点にも留意してください。
• 早期の発出
• 様々な手段を用いて、確実に住民へ伝達
• 夜間の状況を予測して、早め早めに発出を判断
※状況が急変した場合には、夜間でも避難情報の発出は必要
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＜浸水リスクが高い地域の対策＞
過去に浸水被害があった地域など、対策の再確認をお願いします。
・詰まりやすい用水路の点検や清掃
・水位計や監視カメラがない中小河川の状況を収集する体制、連絡系統の確認
・必要に応じて排水ポンプ車の要請 など

＜土砂災害リスクが高い地域の対策＞
過去に土砂災害被害があった地域など、対策の再確認をお願いします。
・土砂災害警戒区域及び危険度分布の確認 など

＜避難情報の判断にあたっての情報収集＞
必要に応じて県関係課へ助言を求めてください。

＜初動体制の速やかな確立＞
気象情報の収集伝達、職員参集体制の確認等

＜迅速な避難体制の確立＞
避難指示等の発令基準や消防団等への連絡手段の確認、ハザードマップの活用等

＜避難行動要支援者等の支援対策の強化＞
該当施設等への情報伝達体制、避難誘導上の配慮等の確認等

＜被害規模の早期把握と迅速な報告＞
災害救助法の適用などの判断に必要となりますので、住家被害などの迅速な報告をお願いします。

２ 市町村･県民への注意喚起等
（１）市町村への依頼事項（その２）
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○避難所における新型コロナウイルス等感染症への対応について
（詳細は県避難所運営マニュアル作成指針を確認）
〔主な事項〕
＜可能な限り多くの避難所を開設＞
通常の自然災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図り、避難者の密度が高ま
らないよう配慮。また、利用可能なホテルや旅館等の活用等も検討。
＜避難者の健康状態の確認＞
避難者が避難所へ到着した時に体調不良者を早期発見できるよう、検温など可能な限りの
健康チェックを行い、健康状態を把握。
＜頻繁な手洗い、咳エチケット等基本的な衛生対策の徹底＞
避難者及び避難所運営スタッフの、基本的な衛生対策の徹底。

＜避難所内での十分な換気の実施、避難者同士の十分な間隔を確保＞
必要に応じて、段ボール間仕切りや段ボールベッドを活用。
※避難所における新型コロナウイルス感染症への対応として実施するマスク、消毒液、段ボールベッドの物資等の備蓄に要
する費用は県補助金等の活用が可能。

※ホテル・旅館等の民間施設借上げ、避難所の設置、維持及び管理に要する費用については、国の新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能。

＜体調不良者への対応＞
発熱等の体調不良者への対応のため、別室（例：学校における別教室）の確保。
＜在宅避難者の把握に努めること＞

２ 市町村･県民への注意喚起等
（１）市町村への依頼事項（その３）
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■市町村は防災行政無線等、県はホームページやあんしんトリピーメール、あんしんトリピーなび等を活用
して県民の皆さまに警戒するよう注意喚起するとともに、県のホームページで公共交通機関の運行情報
等を随時更新します。

■県民の皆さまにあっては、最新の気象情報を確認するとともに、身の危険を感じたり、市町村からの避難
指示等があった場合は、あわてず速やかに危険な場所から避難してください。

２ 市町村･県民への注意喚起等
（２）県民への注意喚起等（その１）

ホームページ「とりネット」 「あんしんトリピーメール」

アプリ「あんしんトリピーなび」

スマホや携帯電話等に
気象情報や防災情報等
を配信

鳥取県が提供する無料の総合防災アプリ
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２ 市町村･県民への注意喚起等
（２）県民への注意喚起等（その２）

○避難における新型コロナウイルス等感染症への対応について
感染力の強いデルタ株の感染が全国で急拡大し、本県においても県内全域に拡大し
ています。避難所での感染予防のレベルアップをお願いします。
＜避難する前に・・・＞
（１）ご自身の体調を確認しましょう。避難する途中で体調がすぐれなくなった場合には、避難所

の受付で相談しましょう。
（２）安全が確保できる場合は、自宅での待機や、近隣の親せきや知人宅への避難（分散避

難）も選択肢の一つです。お住いの地域が危険かどうかハザードマップもしっかり確認して、
自分の避難先を決めましょう。

（３）マスク・体温計を持参しましょう。感染予防につながる消毒液等も可能な限り持参しましょう。
＜避難した後は・・・＞
（１）避難所で生活するときは、必要に応じてマスクの着用、手洗い、咳エチケットなどをしっかり行っ

てください。
（２）ほかの避難者と十分な距離をとるようにしましょう。（概ね２ｍ）
（３）十分な換気を行うよう心がけましょう。
（４）避難生活をする中で、発熱や咳などの症状がある場合には、すぐに避難所の担当者に報告

してください。
14



○ハザードマップ等の再確認について
過去の災害では、ハザードマップの浸水想定区域と実際の浸水域、土砂災害警戒区
域と土砂災害の発生個所が重なっている事例があります。平時から市町村が作成した
「ハザードマップ」や県の「とっとりWebマップ」等で、ご自宅や近隣のハザード（土砂災害、
洪水など）を確認しておいてください。

２ 市町村･県民への注意喚起等
（２）県民への注意喚起等（その３）
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３ 警戒･即応体制の確保
（１）県の体制

16

現時点では、本県への影響について警戒・監視を行うとともに、
各部局において適時、県民等への注意喚起等を行う。

本県へ影響を及ぼすおそれがある場合には、以下のとおり体制
の引き上げ等を行い、迅速に対応する。

結果的に特段の気象変異が認められなかった場合も、状況確認
のため被害状況の確認を行う予定。

＜台風接近時の本県の体制＞
台風により暴風域の本県通過が予想される場合等は、配備基準を引き上げて対応。
（体制引き上げのめやす）
• 注意体制 本県が強風域に入った場合
• 警戒体制（１） 大雨注意報、暴風警報等の発表
• 警戒体制（２） 大雨警報等の発表〔鳥取県災害警戒本部を設置〕
• 非常体制 甚大な被害が発生した場合、発生の恐れがある場合 等

〔鳥取県災害対策本部を設置〕



１ ７月豪雨被災箇所の対応
• 今年初上陸の台風による大雨や強風に十分に備え、前回豪雨による道路・河川・砂防関係の被災

箇所について、重点的に応急工事を実施している。

• 注意報・警報が発表された場合は、被災箇所のパトロールを重点的に行う。

（１）盛土等の危険性を調査する緊急点検

• 熱海市の土石流災害を踏まえ、土石流に係る土砂災害警戒区域の上流域の渓流に盛土した２２３
箇所、及び、民家等の保全対象がある裏山等１０２箇所について、点検を実施中。

• 点検の結果、盛土に変状等が認められた場合は、応急対策を講じる。

（２）砂防堰堤の緊急点検
• 前回豪雨により砂防堰堤堆砂敷が満砂に近い状況が発生しており、連続雨量４００ミリを観測した

地域にある砂防堰堤３２基について、８月上旬に緊急点検を実施する。

• 緊急性の高いものは、今後の台風等に備え、早急に土砂撤去を実施する。

（３）土のう等の資機材の補充
• 前回豪雨で使用した土のう袋やブルーシート等の資機材は補充済。

３ 警戒･即応体制の確保
（２）各部局等の対応

公共土木施設の対応
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２ 河川・ダム・砂防
（１）県内河川等の確実な排水機場の稼働及び適切な樋門操作

• 排水機場が確実に稼働するよう、事前点検を実施済。

• 樋門等の適切な操作及び住民避難等に関する情報の発信・伝達、点検、体制強化を図っている。

• 河川パトロールによる水位情報の把握や排水ポンプ車の支援体制の確認を徹底している。

• 高潮には注視し、河川及び湖沼の適切な樋門操作を徹底している。

• 清水川の対策として、大雨警報発令に合わせ、排水ポンプ車も出動させ、早めに急激な河川水位上
昇に備える体制を図ることとしている。

（２）ダムの管理
• 治水ダムについては、洪水に備え、治水容量を確保している。

• なお、治水協定に基づき、県内すべての治水ダム・利水ダム双方とも、必要に応じて事前放流等を実
施する。

• ダム放流の実施にあたっては、下流住民へ情報伝達を適時・的確に行う体制をとることを再確認して
いる。

• 気象状況・ダム水位等を注視しつつ、できる限り早期に関係市町村及び下流住民に放流予告を連
絡周知する。

（３） 大呂地区地すべりの監視体制
• 監視体制を強化するとともに、土砂崩落による河川の閉塞等に備え、北股川に排水管の設置と県道

の迂回路を整備済。
• 昨年４月に発生した土砂崩落について、斜面中腹に残っている土砂が、今後の雨で流出しないよう、

現在、災害関連緊急地すべり事業による施設整備を進めている。
• 前回の大雨により流出した土砂が、整備中の待受け擁壁の背後に堆積していたが、７月末に土砂撤

去を行いポケット確保済み。

公共土木施設の対応
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３ 道路
（１）鳥取西道路の事前通行規制（県土整備部、国土交通省）

• 鳥取西道路（鳥取西ＩＣ～青谷ＩＣ）については、以下の何れかの条件で鳥取西ＩＣ～青谷ＩＣ間を一体
的に事前通行止めすることとなっており、国土交通省と連携し、道路情報板や案内看板で迂回路（
国道９号）へ誘導する体制を整えている。

① 連続雨量１００ｍｍ以上
② 組合せ雨量 連続雨量９０ｍｍかつ時間雨量３５ｍｍ
③ 風速２０ｍ／秒以上（１０分間平均）

４ その他
（１）大雨・強風時のパトロール体制等

• 現在稼働している工事現場については、現場内の土砂流出や資材の固定状況などの現場点検を実
施し、安全対策を徹底している。

• 各所・局とも、大雨・強風時の状況変化（気象情報・県内での降雨状況等）に応じて管内の道路や河
川等のパトロール体制や水防体制を整えている。

（２）（一社）鳥取県建設業協会と災害時応援協定に基づく対応
• 災害発生時には、「災害時における応急対策業務等に関する基本協定書」に基づいて対応していた

だくよう、（一社）鳥取県建設業協会に事前に要請している。

公共土木施設の対応
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県内自専道で最も厳しい基準



農業者、関係団体などへ台風期における各種対策等、注意喚起を行う予定
※ 例年、８月末に発出している「台風に対する農業技術対策（夏期）」を前倒して通知。（７/30）

１ 農業関係
○農作物等の管理について、各市町村、農協、農林局等へ対策を講じるよう周知。（8/6）

[連 絡 内 容] ①農作物の管理について（排水対策等）、②パイプハウスの強風対策について
[農作物の状況と現場の対応]

２ 農地・ため池関係
○梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について、各市町村、農林局へ依頼。（6/8、7/5）

○７月豪雨で被災したため池については、低水位管理を実施中。
※防災重点ため池の緊急連絡体制は各市町において整備済。

３ 林業関係
○各林業関係組合に対して、土砂災害等の注意喚起など各組合員への安全対策・安全管理の徹底を依

頼予定。

４ 水産関係
○各漁業協同組合や水産関係団体向けに、注意喚起を実施予定。

農林水産関係への対応
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白 ネ ギ 夏ネギは約６割出荷終了。排水対策や降雨前後の防除を指導。

梨 ハウス二十世紀は８月２日出荷開始。
枝を棚に固定し直し落果防止対策、排水対策や降雨後の防除を指導。

ブドウ ピオーネ、巨峰は７月26日から出荷開始（デラウェアは終了）。
降雨後の排水対策や換気を指導。


